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認定請求の流れ 

 災害にあって、補償等を受けるためには、まず、その災害が公務上又は通勤に
よる災害であることの認定を受ける必要があります。 
 

 
 

 被災職員   まず、医療機関の診断を受けてください。 
医療機関には、「公務災害の申請」を行う旨を告げ、医療費に

ついては、健康保険証等を使用せず、待ってもらってくださ
い。 

その後、速やかに認定請求書を作成、添付書類を添えて所属
に提出してください。 

 
 

 
 所  属   事実関係を調査 

        被災職員の認定請求書作成に協力してください。 
        添付書類の補完、所属長の証明を付します。 

 
 

 
 

 任命権者   事実関係を調査 
        認定請求書・添付書類の不備を補完 

        任命権者の意見を付します。 
 

 
 

 
 組  合   診査・認定 

        結果を任命権者・被災職員へ通知します。 
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請求手続 
  

① 「療養補償請求書（様式第３号）」に請求者住所、委任先、被災職員に関

する事項を記入、請求者氏名及び受領委任欄の委任者の氏名の欄に署名捺

印した上で、医療機関へ提出する。 

② 医療機関において、療養補償請求書の受任者欄、送金希望先、診療請求明

細等を記入してもらった後、返却してもらう。 

③ 次の事項を確認し、任命権者を経由して組合に提出する。 

・ 傷病名に私病が含まれていないか 

・ 診断書が複数分請求されていないか 

  ④ 組合で審査し、医療機関に支払を行います。 

支払いについて、所属と被災職員へ支払を行った旨の通知をします。 

 
 

 

 

 ①療養補償請求書            ④支払 

 

      ②返却 

（明細、送金先等の記入） 

 

③療養補償費請求書 

                    ④通知 

   ④通知 
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